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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第55期
第３四半期
連結累計期間

第55期
第３四半期
連結会計期間

第54期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 78,988 28,839 105,050

経常利益又は経常損失
（△）

(百万円) △ 342 △ 652 2,588

当期純利益又は四半期
純損失（△）

(百万円) △ 592 △ 529 216

純資産額 (百万円) ― 34,702 36,556

総資産額 (百万円) ― 114,042 120,094

１株当たり純資産額 (円) ― 553.87 584.96

１株当たり当期純利益
又 は 四 半 期 純 損 失
（△）

(円) △ 13.28 △ 11.89 4.85

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 21.7 21.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,551 ― 9,768

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 6,483 ― △ 9,784

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 3,381 ― 2,439

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 6,756 9,070

従業員数 (名) ― 1,222 1,246

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 1,222[329]

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員数は［　］内に当第３四半期連結会計期間の平均人数を外書

で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 580[151]

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員数は［　］内に当第３四半期会計期間の平均人数を外書で記

載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
当社グループは販売を主として行っており、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注実績を金
額あるいは数量で示すことは行っておりません。なお、金額には、消費税等は含まれておりません。
　当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的変動が著しいガス事業の占めるウェイト
が高いために、冬季に偏る傾向にあります。
　

（1） 販売実績

　

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
(20.10.1～20.12.31)

ガス事業(百万円) 26,549

エアゾール・燃料充填事業(百万円) 2,233

その他の事業(百万円) 57

合計(百万円) 28,839

　

① ガス事業の販売実績

　

区分
当第３四半期連結会計期間
(20.10.1～20.12.31)

ガス販売量(t) 135,075

ガス(百万円) 20,298

機器(百万円) 4,039

受注工事(百万円) 1,646

その他(百万円) 564

合計(百万円) 26,549

　

② エアゾール・燃料充填事業の販売実績

　

区分
当第３四半期連結会計期間
(20.10.1～20.12.31)

ライター用・カセットこんろ用
ガスボンベ等(百万円)

1,781

エアゾール製品等(百万円) 451

合計(百万円) 2,233

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社の連結子会社である新日本瓦斯㈱は、平成２０年１０月３０日開催の取締役会において、当社の非連
結子会社である白岡ガス㈱の全ての事業を平成２０年１２月１３日をもって譲り受ける事業譲渡契約につ
いて決議し、同日付で事業譲渡契約を締結しております。
主な内容は次のとおりです。
(１）平成２０年１２月１３日現在の白岡ガス㈱の有形固定資産、棚卸資産、需要家（ガス供給権）を新日
本瓦斯㈱に譲渡するが、債権、債務は引き継がないものとする。

(２) 平成２０年１２月２５日現在の白岡ガス㈱の従業員及び労働債務は新日本瓦斯㈱が引き継ぐことと
する。

(３) （１），（２）の価格は適正価格で精算する。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

（1）　経営成績の分析
当第３四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、お客様数が839千戸(前年同期比7.7%増)となった
結果、ガス販売量が増加したこと等により288億3千9百万円となりました。
利益面につきましてはLNGは依然高止まりですが、LPGではサウジアラビアCP価格は史上最高値で推移し
た上期に比べて下落しました。世界的な金融危機の深刻化や北米を中心とした景気の一層の下振れ懸念、株
式・為替市場の大幅な変動の影響等不安定要素が多い経営環境のなか、当社では利益が出ましたが子会社
の熱量変更費用等の増加などがありグループにおいては、営業損失5億8千7百万円、経常損失6億5千2百万
円、当社の連結子会社である新日本瓦斯株式会社が当社の孫会社である白岡ガス株式会社を統合すること
に伴い、特別損失として6億5千万円を計上した結果、第３四半期純損失は5億2千9百万円となりました。

　

当第３四半期連結会計期間
(20.10.1～20.12.31)

売上高 28,839百万円

営業損失（△） △587百万円

経常損失（△） △652百万円

四半期純損失（△） △529百万円

顧客数 839千戸

ガス販売量 135千トン

　

なお、当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的変動が著しいガス事業の占める
ウェイトが高いために、冬季に偏る傾向にあります。
　
当第３四半期連結会計期間の事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。
　
[ガス事業]
当事業におきましては、９月の金融危機を契機とした原油価格の下落と共に、ＬＰガスの輸入価格も10月
より下降し始めましたが、流通等の関係により仕入原価への反映は第４四半期となります。当事業の根幹を
なすガスの供給では何よりも安全性の確保が優先され、埋設導管耐震化の推進やガス機器の点検等を実施
してまいりました。さらに当第３四半期から経営の効率化を図るため、物流のあり方についても抜本的な見
直しによるコスト削減を行い、地域と密着した快適な暮らしの提案と環境にやさしい社会の創造に向け邁
進しております。
当第３四半期連結会計期間も当社グループは総力を挙げて営業活動を展開し、顧客基盤の更なる拡充に
努めたことにより、お客様増加数は前年同期末に比べ59千戸増となりました。
その結果、当事業の売上高は265億4千9百万円となりましたが、子会社の熱量変更費用等の増加などがあ
り営業損失5億5千7百万円となりました。
　
[エアゾール・燃料充填事業]
当事業の主力商品であるカセットこんろ用ボンベは、昨年来より続く原料高騰を受け春先より値上げを
実施いたしました。そのため価格転嫁も進み売上高は17億8千1百万円となりました。
エアゾール製品については、中国における価格高騰のあおりを受け海外輸入商品が大幅に減少し、国内生
産の努力をいたしましたが売上高は4億5千1百万円となりました。
その結果、当事業の売上高は22億3千3百万円となり、営業利益は1億4千1百万円となりました。
　
[その他の事業]
その他の事業につきましては、販売努力を積み重ねましたものの、売上高は5千7百万円となり、営業利益
は2百万円となりました。
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（2）　財政状態の分析
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ60億5千2百万円減少し、1,140
億4千2百万円となりました。
主な要因は、ガス事業という季節的要因により受取手形及び売掛金が減少したほか、減価償却が進んだこ
とによりガス事業用の固定資産が減少したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ41億9千9百万円減少し、793億3千
9百万円となりました。
主な要因は、ガス事業という季節的要因により支払手形及び買掛金が減少したほか、返済が進んだことに
より借入金が減少したことによるものです。
当第３四半期連結会計期間末における純資産は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少等
により、18億5千3百万円減少し、347億2百万円となりました。
この結果、自己資本比率は21.7％となりましたが、1株当たり純資産額は584円96銭から553円87銭となり、
31円8銭減少しました。
　
（3）　キャッシュ・フローの状況
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、グループ全体として7億9千4百万円減少
し、第３四半期連結会計期間末残高は67億5千6百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
税金等調整前四半期純損失13億1百万円に、ガス事業の減価償却費や季節的要因による仕入債務の増加等
により、営業活動による資金の増加は29億8千6百万円となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
ガス事業の機械装置購入やのれんの取得による支出等により、投資活動による資金の減少は30億4千3百
万円となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
長期借入金の返済、配当金の支払等により、財務活動による資金の減少は7億3千7百万円となりました。
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（4）　事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変
更及び新たに生じた課題はありません。
　
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内
容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

１.基本方針

当社グループが企業価値を維持・向上するためには、当社の供給エリアである関東一円の一般家庭
に、安全且つ安定的に、より安価にガス体エネルギーを供給し続けるとともに、その特性である快適
性、経済性、省エネ性、環境性などを提供することが不可欠であると考えております。そのためには、消
費者の生活を支えるライフライン・社会資本ともいうべき、ガス本支管等の既存設備の経年管理に、
積極的且つ創造的な再投資に努めて参るとともに、緊急災害時に対応する基幹設計の更なる充実と、
新たな供給システムの開発に積極的に取り組むなど、長期的な観点から財務及び事業の方針を決定
し、消費者・地域社会をはじめとするステークホルダーズとの信頼関係を構築していかなければなり
ません。当社取締役会は、このような長期的な観点から当社の財務及び事業の方針を決定することを
嫌い、当社がこれまで築き上げてきた地域社会や使用人、協力会社、金融機関等ステークホルダーズと
の信頼関係を破壊し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある株式買
付行為を行う者について、当社の方針の決定を支配する者として、適切ではないと考えております。

２.基本方針実現のための取組み

当社は、上記基本方針を実現するための取組みとして、平成18年２月９日開催の取締役会により、企
業価値向上プランを導入し、同年６月９日の一部改正を経て、同年６月29日開催の第52期定時株主総
会において承認を得ました。なお、平成19年６月12日開催の取締役会において、金融商品取引法の施行
に合わせて、一部改正を行いました。その概要は、以下の通りであります。同プランの全文は当社ホー

ムページにおいて閲覧することができます。

（http://www.nichigas.co.jp/human/ir/torikumi/index.html）

Ⅰ．「日本瓦斯グループの経営理念～持続的成長を目指して～」の策定

当社は、中長期的観点から持続的成長を可能とするため、当社経営陣により、あらかじめ経営理念
(日本瓦斯グループの経営理念～持続的成長を目指して～)を策定・公表した上で経営を行い、株主
の皆様に業績評価をして頂くことが、当社経営陣の経営責任の明確化に資すると考え、当社グルー
プの現在の状況を踏まえ、次のとおりグループ経営理念を策定します。
①地域社会に対する貢献
②企業の持続的成長を目指す
③人的資源の尊重

Ⅱ．経営評価委員会の設置

当社は、上記経営理念の公表と合わせて、企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に向けた取
り組みについて、外部から客観的な意見を求めてガバナンス機能を強化するため、当社取締役会か
ら独立した外部有識者をメンバーとする経営評価委員会を設置しました。現在委員には、井手秀樹
慶應義塾大学商学部教授を委員長として、稲葉威雄鳥飼総合法律事務所客員弁護士、塩崎勤法政大
学大学院法務研究科教授が就任しております。

Ⅲ．企業価値向上プランの導入

1.企業価値向上プラン導入の目的-企業価値・株主共同の利益の維持・向上

当社取締役会は、特定の株主グループによる当社発行済株式（当社保有自己株式を除く）の株
券等保有割合が20％以上となる買付提案（以下、単に「買付提案」といいます。）又は買付行為
が、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買収類型に該当するか否かを判断するための
ルール（以下、「企業価値向上プラン」といいます。）を策定し、企業価値・株主共同の利益を毀
損する買収類型に該当すると判断した場合には、企業価値及び株主共同の利益の維持・向上とい
う目的のために、対抗措置として取得条項付新株予約権の無償割当てを行うことといたしまし
た。
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2.当社株式の買付提案及び買付行為への対応方針

(企業価値向上プランの内容)
(1)企業価値向上プランの対象となる買付者

企業価値向上プランの対象となる買付者は、特定の株主グループによる当社発行済株式
（当社保有自己株式を除く）の株券等保有割合が20％以上となる買付提案又は買付行為を
行おうとする者（以下、「買付者」といいます。）です。

(2)必要情報提供手続
買付者には、当社発行済株式（当社保有自己株式を除く）の株券保有割合が20％以上とな
る買付行為（以下、「大規模買付行為」といいます。）を行う前に、当社取締役会に対して、
買付提案を行っていただきます。当社取締役会は、買付者の買付提案が具体的に当社の企業
価値及び株主共同の利益を毀損するものではないかを判断するために、買付者からの買付提
案を受けた後、５営業日以内に、必要情報の提供を要請します。買付者から十分な情報提供が
なされた場合又は複数回にわたる情報要請にかかわらず買付者から十分な情報提供がなさ
れなかった場合、当社取締役会は受領した情報を、直ちに独立の外部専門家３名により構成
され、別に設置される経営評価委員会に上程します。

(3)経営評価委員会及び取締役会による検討手続
当社取締役会から必要情報の上程を受けた経営評価委員会は、外部専門家の助言を受ける
等しながら、買付提案の検討・分析を行い、当社取締役会が買付者から受領した必要情報の
上程を受けてから60営業日以内（但し、経営評価委員会は、必要がある場合には、この期間を
30営業日に限り延長することができるものとします。）に、当社取締役会に対して、対抗措置
の発動の要否について勧告します。

(4)経営評価委員会による検討・分析事項
経営評価委員会は、以下の事項の該当性につき検討・分析し、いずれかに該当すると判断

した場合には、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告し、いずれにも該当しないと判
断した場合には、対抗措置の不発動を勧告します。
①買付者が当社取締役会より複数回にわたる情報提供の要請を受けたにもかかわらず、株主
が当社株式を買付者に譲渡するか、保持し続けるかを判断するために十分な情報を提供し
ない場合であり、且つ当該時点で対抗措置を発動しない場合には当社の企業価値及び株主
共同の利益を毀損するおそれがあると認められる。
②濫用的買収者である(以下のいずれかに該当すること)
(ⅰ)買付者が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上
げて高値で株式を当社又は当社の関係者に引き取らせる目的で、当社株式の買付提案
又は買付行為を行っている（いわゆるグリーンメイラーである）ことが客観的かつ
合理的に認められる。

(ⅱ)買付者が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウ
ハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買付者や、そのグループ会社等に移譲
させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的で、当社株式の買付提案又は買付行為を
行っていることが客観的且つ合理的に認められる。

(ⅲ)買付者が、当社の経営を支配した後に、当社の資産を当該買付者やそのグループ会社
等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買付提案又は買付行為
を行っていることが客観的且つ合理的に認められる。

(ⅳ)買付者が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、
有価証券等、高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当を
させるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り
抜けをする目的で、当社株式の買付提案又は買付行為を行っている場合等、当社を食
い物にしようとしていることが客観的且つ合理的に認められる。

(ⅴ)買付者が、二段階での強圧的な買付（最初の買付条件を有利に、二段階目の買付条件
を不利に（あるいは明確にしないで）設定するような行為のことをいい、最初の買付
行為に応じなければ不利益を破るような状況を作り出し、株主の皆様に売り急がせる
買付手法のことをいいます。）を予定して、当社株式の買付提案又は買付行為を行っ
ていることが、客観的且つ合理的に認められる。

③買付後の経営計画又は事業計画が著しく不合理であり、買付者による買付後に当社の企業
価値及び株主共同の利益が毀損されることが明らかである。
④(現経営陣の経営計画又は事業計画が、経営評価委員会に上程された場合で）買付後の経
営計画又は事業計画が、現経営陣の経営計画又は事業計画（買付者による買付提案に対す
る代替案を含みます。）と比較して、明白に劣っており、買付者による、買付後に当社の企
業価値及び株主共同の利益が毀損されることが明らかである。
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(5)経営評価委員会による勧告の尊重
当社取締役会は、経営評価委員会の勧告を受け、対抗措置発動の要否を決定します。その判
断の際には、経営評価委員会による勧告を最大限尊重いたします。

(6)取締役会の検討内容の開示
当社取締役会は、対抗措置を発動する旨の決議をした場合、速やかに、当該決議をした旨及
びその理由を開示いたします。また、対抗措置を発動しない旨の決議をした場合でも、買付提
案が当社取締役会の経営計画又は事業計画（買付者による買付提案に対する代替案を含み
ます。）に劣り、当社の企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に反すると判断した場合
には、その旨の意見表明を行い、当社取締役会の経営計画又は事業計画（買付者による買付
提案に対する代替案を含みます。）を適切な時期に開示し、株主の皆様のご判断を仰ぎます。

3.対抗措置の内容
対抗措置として割当てられる取得条項付新株予約権の概要は、以下の通りです。
(1)新株予約権の割当対象となる株主及びその条件

当社取締役会が対抗措置を発動する旨の決議をした後に開催される取締役会の決議
で、決定される割当期日（以下、「割当期日」といいます。）時点における最終の株主名
簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有株式１株につき１個の
割合で新株予約権を割当てる。

(2)取得条項
新株予約権の割当てに関する決議を行う取締役会において、決定される取得条項成就
日が到来することを条件として、当社はこの新株予約権を取得し、代わりに当社普通株式
３株を限度として交付する。

(3)取得条件
買付者及び買付者を含む特定の株主グループに属するものが、新株予約権の割当を受

けた場合には、当該新株予約権者である買付者及び買付者を含む特定の株主グループに
属する者から、その保有する新株予約権を取得し、代わりに当社普通株式を交付すること
を行わない。

３.基本方針実現のための取組みについての取締役会の判断及びその理由

上記取組みのうち、「Ⅰ.『日本瓦斯グループの経営理念～持続的成長を目指して～』の策定」及
び「Ⅱ．経営評価委員会の設置」については、当社事業の特性に基づいて、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益を維持・向上することを直接の目的として行われるものであるから、基本方針に沿
い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社会社役員の地位の維持を目的とするものでは
ございません。また、「Ⅲ．企業価値向上プランの導入」につきましても、以下の理由から、基本方針
に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社会社役員の地位の維持を目的とするもの
ではございません。
(1)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利
益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。

(2)株主意思を重視するものであること
本ルールは、平成18年６月29日開催の第52回定時株主総会において、定款変更議案及び本プラン
の継続をご了承いただいたことによって、株主の皆様のご信任を得ております。また、今後も、取締
役選任議案（企業価値向上プランの継続を支持する取締役の選任をお諮りします。）として、株主
の皆様の意思を反映させていくことを予定しております。

(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
経営評価委員会は、有事にも当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の
概要については、当社ホームページにおいて株主の皆様に情報開示されており、本プランの透明な
運営が行われる仕組みが確保されています。

(4)合理的な客観的要件の設定
本ルールは、合理的且つ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、
当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

(5)デットハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、今後も株主総会において、取締役選任議案を通じて株主の皆様の意思を反映させて
いくことを予定しておりますので、株主総会決議により廃止できない又は時間を要する、いわゆる
デットハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではございません。

　
（5）　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、９百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の

新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、当第３四半期連結会

計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 179,846,100

計 179,846,100

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,961,52544,961,525
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 44,961,52544,961,525― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ― 44,961 ― 5,000 ― 4,385

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

 
普通株式
(自己保有株式)

― ―206,700
(相互保有株式)

309,000
 

完全議決権株式(その他)
普通株式

44,398,000
443,967 ―

単元未満株式
普通株式

47,825
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 44,961,525― ―

総株主の議決権 ― 443,967 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。なお、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれておりません。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

　(自己保有株式)
日本瓦斯㈱

中央区八丁堀２－10－７ 206,700 0 206,700 0.45

　(相互保有株式)
日本瓦斯運輸整備㈱

西東京市芝久保町
１－23－１

309,000 0 309,000 0.68

計 ― 515,700 0 515,700 1.14

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 1,2201,2341,137 1,158 1,176 1,177 1,092 1,339 1,465

最低(円) 1,0361,025 922 935 960 890 858 1,015 1,231

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

(1) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役会長 ― 石　橋　幸　弘 平成20年８月16日

(注)　代表取締役会長 石橋 幸弘氏は、平成20年８月16日逝去に伴い退任しております。

　

(2) 役職の異動

　

新役名 旧役名 氏名 異動年月日

代表取締役会長 代表取締役副会長 後　藤　正　雄 平成21年１月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、協立監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,772 9,133

受取手形及び売掛金 ※３, ※５
 12,884

※３, ※５
 14,494

商品 3,905 4,866

製品 396 324

原材料 73 58

仕掛品 118 46

その他 2,630 1,438

貸倒引当金 △153 △169

流動資産合計 26,628 30,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,513 6,645

機械装置及び運搬具（純額） 40,007 40,595

工具、器具及び備品（純額） 533 561

土地 17,796 17,713

建設仮勘定 1,496 1,351

その他（純額） 25 －

有形固定資産合計 ※１
 66,373

※１
 66,868

無形固定資産

のれん 8,540 8,489

その他 507 528

無形固定資産合計 9,047 9,017

投資その他の資産

投資有価証券 3,594 5,338

その他 6,516 6,393

貸倒引当金 △762 △762

投資その他の資産合計 9,348 10,969

固定資産合計 84,769 86,855

繰延資産 2,644 3,046

資産合計 114,042 120,094
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※５
 12,886

※５
 13,482

短期借入金 14,577 13,090

未払法人税等 144 1,260

賞与引当金 136 403

その他 3,278 2,965

流動負債合計 31,024 31,201

固定負債

長期借入金 43,467 47,741

退職給付引当金 2,535 2,420

役員退職慰労引当金 1,332 1,372

ガスホルダー修繕引当金 309 266

その他 668 535

固定負債合計 48,314 52,336

負債合計 79,339 83,538

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 4,386 4,385

利益剰余金 15,479 16,560

自己株式 △233 △228

株主資本合計 24,632 25,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 59 361

評価・換算差額等合計 59 361

少数株主持分 10,010 10,476

純資産合計 34,702 36,556

負債純資産合計 114,042 120,094
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 78,988

売上原価 ※１
 51,796

売上総利益 27,191

販売費及び一般管理費 ※２
 27,207

営業損失（△） △16

営業外収益

受取利息 13

受取配当金 70

不動産賃貸料 39

持分法による投資利益 6

その他 233

営業外収益合計 363

営業外費用

支払利息 688

その他 0

営業外費用合計 689

経常損失（△） △342

特別利益

貸倒引当金戻入額 9

固定資産売却益 25

事業譲渡益 15

その他 1

特別利益合計 52

特別損失

固定資産除却損 ※３
 67

販売用不動産評価損 208

関係会社整理損 650

その他 74

特別損失合計 1,000

税金等調整前四半期純損失（△） △1,290

法人税、住民税及び事業税 225

法人税等調整額 △575

法人税等合計 △350

少数株主損失（△） △348

四半期純損失（△） △592
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 28,839

売上原価 20,069

売上総利益 8,770

販売費及び一般管理費 ※１
 9,357

営業損失（△） △587

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 17

不動産賃貸料 13

持分法による投資利益 5

その他 120

営業外収益合計 161

営業外費用

支払利息 226

その他 0

営業外費用合計 226

経常損失（△） △652

特別利益

固定資産売却益 23

その他 0

特別利益合計 23

特別損失

固定資産除却損 ※２
 16

関係会社整理損 650

その他 5

特別損失合計 672

税金等調整前四半期純損失（△） △1,301

法人税、住民税及び事業税 △65

法人税等調整額 △442

法人税等合計 △508

少数株主損失（△） △263

四半期純損失（△） △529
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,290

減価償却費 5,992

開発費償却額 847

のれん償却額 640

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40

受取利息及び受取配当金 △83

支払利息 688

持分法による投資損益（△は益） △6

販売用不動産評価損 208

関係会社整理損 650

有形固定資産除却損 67

売上債権の増減額（△は増加） 1,609

たな卸資産の増減額（△は増加） 592

仕入債務の増減額（△は減少） △595

未払消費税等の増減額（△は減少） 3

前受金の増減額（△は減少） 199

その他 △172

小計 9,410

利息及び配当金の受取額 83

利息の支払額 △677

法人税等の支払額 △1,265

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,626

有形固定資産の売却による収入 67

のれんの取得による支出 △697

貸付けによる支出 △13

貸付金の回収による収入 73

開発費の取得による支出 △445

その他 158

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,930

短期借入金の返済による支出 △2,530

長期借入れによる収入 6,722

長期借入金の返済による支出 △9,910

自己株式の増減額（△は増加） △4

配当金の支払額 △488

少数株主への配当金の支払額 △93

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,313

現金及び現金同等物の期首残高 9,070

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,756
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が211百万円

減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。

（２）リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計

基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改

正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理に変更しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によってお

ります。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 122,861百万円※１ 有形固定資産の減価償却累計額 117,461百万円

　２ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っ
ております。

従業員(住宅資金) 17百万円

合計 17

　２ 保証債務

金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っ
ております。

従業員(住宅資金) 17百万円

合計 17

※３ 受取手形裏書譲渡高 747百万円※３ 受取手形裏書譲渡高 354百万円

　４ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的
な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結
しております。当第３四半期連結会計期間末における当
座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであり
ます。

当座貸越極度額 5,450百万円

借入実行残高 1,500

差引額 3,950

　４ 当社及び連結子会社４社においては、運転資金の効率的
な調達を行うため取引銀行13社と当座貸越契約を締結
しております。当連結会計年度末における当座貸越契約
に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 5,450百万円

借入実行残高 1,500

差引額 3,950

※５ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日
であったため、次の満期手形が、当第３四半期連結会計
期間末残高に含まれております。

受取手形 162百万円

支払手形 289

※５ ─
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１ 商品に含まれております販売用不動産から有形固定資産（土地）へ5百万円を振替えております。

※２　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。

退職給付費用 508百万円

役員退職慰労引当金繰入額 113

減価償却費 5,895

※３　固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具並びに工具、器具及び備品の除却によるものであります。

  ４
 

当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的変動が著しいガス事業の占めるウェイトが
高いために、冬季に偏る傾向にあります。

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおりであります。

退職給付費用 169百万円

役員退職慰労引当金繰入額 35

減価償却費 2,045

※２　固定資産除却損は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具並びに工具、器具及び備品の除却によるものであります。

  ３
 

当社グループの売上高及び利益面におきましては、性質上季節的変動が著しいガス事業の占めるウェイトが
高いために、冬季に偏る傾向にあります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 6,772百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △15　

現金及び現金同等物 6,756
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 44,961,525

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 381,438

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 246 ５円 50銭平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

平成20年10月31日
取締役会

普通株式 246 ５円 50銭平成20年９月30日 平成20年11月19日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

ガス事業
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

26,549 2,233 57 28,839 ― 28,839

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 26,549 2,233 57 28,839 (―) 28,839

営業利益又は営業損失（△） △ 557 141 2 △ 412 (174) △ 587

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

ガス事業
(百万円)

エアゾール・
燃料充填事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

74,244 4,617 125 78,988 ― 78,988

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― (―) ―

計 74,244 4,617 125 78,988 (―) 78,988

営業利益又は営業損失（△） 298 188 1 488 (504) △ 16

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) ガス事業…………………………ＬＰガス(プロパン、ブタン)、都市ガス（ＬＮＧ、ＬＰＧ）、ガス機器、住宅

機器、空調機器、都市ガス供給設備工事、受注工事(ガス供給設備工事、給排

水衛生設備工事、リフォーム)、熱供給等

(2) エアゾール・燃料充填事業……ライター用・カセットこんろ用のガスボンベ、エアゾール製品、カセットこ

んろ等

(3) その他の事業……………………土地、建売住宅、マンション、注文建築、保険代理業務等

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　在外連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　　在外連結子会社及び在外支店が存在しないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

553.87円 584.96円

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 34,702 36,556

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円）

10,010 10,476

（うち少数株主持分） （10,010） （10,476）

普通株式に係る純資産額
（百万円）

24,691 26,079

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

44,580 44,584

　

２　１株当たり四半期純利益等

第３四半期連結累計期間

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 △13.28円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　
(注)　１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２. １株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年４月１日 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) △ 592

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) △ 592

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,583

　

第３四半期連結会計期間

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 △11.89円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　
(注)　１. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２. １株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) △529

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) △529

普通株式の期中平均株式数(千株) 44,581
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(重要な後発事象)

　 当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

平成21年2月9日開催の取締役会において、当社の100％子会社である俊道ガス株式会社を吸収合併することを決議

いたしました。
 １　合併の目的

グループ経営の効率化と事業基盤の強化を図るためであります。
 ２　合併の要旨

（１）合併の日程

　①合併決議取締役会　　　　　　　　　平成21年２月９日

　②合併契約締結　　　　　　　　　　　平成21年２月９日

　③合併の予定日(効力発生日)　　　　　平成21年４月１日

(注)本合併は、当社においては、会社法第796条第3項に基づく簡易合併の手続きにより、俊道ガス株

式会社においては、会社法第784条第1項に基づく略式合併の手続きにより、株主総会の承認決議

は経ずに決定しております。

（２）合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、俊道ガス株式会社は解散いたします。

（３）合併比率

　新たに新株を発行しない方式によるため、該当事項はありません。

（４）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　該当事項はありません。
 ３　被合併会社の概要

商号　　　　　　　　俊道ガス株式会社(消滅会社)

事業内容　　　　　　ガス(ＬＰガス)、ガス機器、住宅機器の販売

設立年月　　　　　　平成1年4月20日

本店所在地　　　　　山梨県上野原市コモアしおつ二丁目9番2号

代表者の役職・氏名　代表取締役社長　佐藤　一郎

資本金　　　　　　　 20百万円

発行済株式総数　　　　　400株

純資産　　　　　　　 86百万円

総資産　　　　　　　103百万円

売上高　　　　　　　109百万円

当期純利益　　　　 　11百万円

決算期　　　　　 　　12月31日

従業員　　　　　　    　　2人
 (注)平成20年12月期における資本金、純資産、総資産、売上高及び当期純利益の金額は、合併契約締結時点

で未確定であるため、平成19年12月期のものを記載しております。
 ４　合併後の状況

合併後の当社の商号、事業内容、本店所在地、資本金および決算期は変更ありません。

 

　

２【その他】

平成20年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・246百万円

 （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・5円50銭

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成20年11月19日

 (注)　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っておりま

す。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月13日

日本瓦斯株式会社

取締役会　御中

　

協立監査法人

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　朝　　田　　　　　潔　　印

　

業務執行社員 公認会計士　　作　　花　　弘　　美　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

瓦斯株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本瓦斯株式会社及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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